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五 五 口 県 第
条 条 県 税 三
の の 税 賦 十
四 四 賦 課 一

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
二 税 例
十 賦 は 則
五 課 、
年 徴 公
七 収 布

る 派 又 対
。 遣 は 策 第 災

手 新 特 一 害
当 型 別 条 派
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置 、 号 下 山

月 す
二 る
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に
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七 百 の の 条
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附 附 定 に
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条
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て 土 に 三 電
同 地 よ 年 所
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。 て 律 事（
） 同 そ 第 故
を 項 の 二 に
し に 居 十 よ
た 規 住 九 る
場 定 の 号 災
合 す 用 。 害
に る に 以 を

た 五 二 分
家 の 第 の
屋 見 三 六
で 出 項 十
そ し 中 」
の 中 と「
居 又 あ「
住 延 は る
の 長 第 の
用 」 三 は
に を 十 「
供 七 百

分 ・ あ 第 二
の 五 る 一 十
五 八 の 項 六
十 」 は の 年
」 と 規 度「
と 、 百 定 か
あ 分 に ら「
る 百 の よ 平
の 分 八 り 成
は の 十 読 五

六 四 み 十「
百 十 ・ 替 年

中 の て 取 割
見 は 得 の「

前 出 、 に 納
条 し 同 該 税
」 を 項 当 義
を 削 中 す 務
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附 、 百 同 が
則 同 分 条 、
第 条 の 第 居
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五
条
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四
、
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則
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は 土 供 下 い
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次 等 る 震 。
の を こ 災 以
表 い と 特 下
の う が 例 同
上 。 で 法 じ
欄 次 き 」 。
に 項 な と ）
掲 に く い に
げ お な う よ

「
し 延 条 分
て 長 の の
い 等 九 五
た 」 の 十
も に 二 九
の 改 か ・
が め ら 三
東 、 第 七
日 同 三 」
本 条 十 と
大 第 七 、

分 七 八 え 度
の 」 九 て ま
四 と 五 適 で
十 あ 」 用 の
九 る と す 各
・ の 、 る 年
一 は 場 度「
六 百 合 分「
」 百 分 を の
と 分 の 含 個
、 の 八 む 人

の に と に が
五 見 あ 規 平
」 出 る 定 成
に し の す 二
改 と は る 十
め し 住 六「
、 て 百 宅 年
同 分 の か「
条 の 取 ら（
を 寄 二 得 平
附 附 ・ 等 成

五
条
、
附
則
第
十
五
条
の
二

る い つ 。 り
規 て た ） 滅
定 同 県 第 失
中 じ 民 十 （
同 。 税 一 東
表 ） の 条 日
の の 所 の 本
中 譲 得 六 大
欄 渡 割 第 震
に の 一 災（
掲 震 納 項 の

震 一 条 同
災 項 の 条

を 九 第（
平 次 の 五
成 の 五 号
二 よ ま 中
十 う で 「
三 に 」 百
年 改 を 分
三 め の「
月 る 、 七

前 六 十 。 の
条 十 」 ） 県
第 六 と の 民
三 ・ あ 規 税
号 五 る 定 に
中 一 の の つ

七 は 適 い「
百 」 用 て「
分 と 百 に の
の 、 分 つ 第
五 の い 二

則 金 八 に 二
第 税 」 係 十
五 額 と る 九
条 控 、 同 年
の 除 項 ま「
七 に 三 に で
と お 万 規 で
し け 九 定 あ
、 る 千 す つ
附 特 円 る て
則 例 」 住 、

、
附
則
第
十
六
条
又
は
附
則

げ 災 税 に 被
る 特 義 規 災
字 例 務 定 者
句 法 者 す 等
は 第 が る に
、 十 、 滅 係
そ 一 当 失 る
れ 条 該 を 国
ぞ の 滅 い 税
れ 四 失 う 関
同 第 を 。 係

十 。 第 十
一 三 五
日 十 」
に 七 と
発 条 あ
生 の る
し 九 の
た の は
東 四 「
北 又 百
地 は 分

「
十 百 七 て 十
」 分 十 は 七
と の 九 、 条
あ 五 ・ 第 の
る 十 七 二 三
の 七 九 十 第
は 」 」 七 一

と と 条 項「
百 あ 、 の 及
分 る 三 び「
の の 百 第 第

第 控 と 宅 か
五 除 あ 借 つ
条 額 る 入 、
の の の 金 租
五 特 は 等 税
の 例 の 特「
次 ） 五 金 別
に 」 万 額 措
次 を 四 を 置
の 付 千 有 法
一 す 六 す 第

第
十
七
条
の
規

三 定
を
適
用

表 六 し 以 法
の 項 た 下 律
下 に 当 こ の
欄 規 該 の 臨
に 定 家 条 時
掲 す 屋 に 特
げ る の お 例
る 譲 敷 い に
字 渡 地 て 関
句 を の 同 す

方 第 の
太 三 七
平 十 十
洋 七 四
沖 条 ・
地 の 六
震 九 八
及 の 五
び 五 」
こ 」 と

四 は 分 二 二
十 の 項 項「
九 百 七 第 並
・ 分 十 一 び
一 の 」 号 に
六 五 と の 前
」 十 あ 表 条
と 六 る 中 （
、 ・ の こ「
同 三 は 百 れ

条 る 百 る 四
を 。 円 と 十
加 」 き 一
え と は 条
る す 、 第
。 る 第 三

。 一 項
項 第
の 二
規 号
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二
」
と
あ
る
の
は

３
期 住 附 七

宅 前 則 条間
借 項 第 の内
入 の 十 規の
金 場 七 定日
等 合 条 をで

に の 適あ （

規 続 の い 地 じ
定 き 項 て の 。
に 所 に 旧 用 ）
よ 有 お 家 に の
り し い 屋 供 敷
読 て て に し 地
み い 同 居 て の

２ 項
相 く と 附

な そ し 則続
つ の 、 第人
た 有 同 十を
県 し 条 七い
民 て 第 条う
税 い 一 の。

百
分
の
二
・
八
」
と
、
「
三

居 お 七 用る
住 い 第 すも
年 て 二 るの
が 、 項 。に
平 当 中限
成 該る 「
二 納 第。
十 税 五）
六 義 項の
年 務 」金
で 者 を額
あ が

替 た じ 住 い 用
え も 。 し な に
ら の ） て い 供
れ と の い 場 さ
た 、 譲 た 合 れ
附 当 渡 者 に て
則 該 に 以 限 い
第 直 つ 外 る た
四 前 い の 。 土
条 に て 者 ） 地
、 お は が に 等
附 い 、 所 お の

の た 項 五以
所 家 の 第下
得 屋 次 二こ
割 で に 項の
の そ 次 中項
納 の のに 「
税 居 一 前お 義 住 項 項い 務 の を のて 者 用 加 規同 に え 定（じ 以 供 る は

万
九
千
円
」
と
あ
る
の
は

を 「
る 平 第有
場 成 六す
合 二 項る
に 十 」と
は 六 にき
、 年 改は そ か め、 の ら 、前 同 平 同項 項 成 条の に 二 に

則 て 当 有 け 譲
第 当 該 し る 渡
四 該 相 て 当 を
条 旧 続 い 該 し
の 家 人 た 土 た
二 屋 は 部 地 場
、 の 、 分 等 合
附 敷 当 が （ （
則 地 該 あ 当 当
第 の 旧 る 該 該
五 用 家 と 土 譲

。 下 し 。 、） こ て 同
が の い 項
、 項 た 」
当 に も を
該 お の 「
滅 い が 前
失 て 東 二
を 日 項「
し 被 本 の
た 相 大 規

五
万
四
千
六
百
円
」
と
す
る

規 規 十 次定 定 九 のに す 年 一よ る ま 項り 居 で を読 住 の 加み 日 居 え替 が 住 るえ 平 年 。
て 成 に
適 二 係

条 に 屋 き 地 渡
の 供 を は 等 の
四 さ 当 、 の 時
、 れ 該 当 う ま
附 て 被 該 ち で
則 い 相 土 に の
第 た 続 地 そ 期
十 土 人 等 の 間
五 地 が の 居 当
条 等 そ う 住 該
、 を の ち の 土

旧 続 震 定
家 人 災 は

」 に 、屋
と よ こ（
い り れ同
う 滅 ら条
。 失 」第
） を に二
の し 、項
相 たに 「
続 こ 、規

。 用 十 る
さ 六 租
れ 年 税
る 四 特
附 月 別
則 一 措
第 日 置
五 か 法
条 ら 第
の 同 四
四 年 十

附 所 取 当 用 地
則 有 得 該 に 等
第 し を 部 供 を
十 て し 分 す 当
五 い た 以 る 該
条 た 日 外 こ 相
の も と の と 続
二 の し 部 が 人
、 と て 分 で の
附 そ 施 に き 居
則 れ 行 係 な 住

人 と 前定
に 項す （

震 よ 」る 災 つ を旧 特 て家 「
例 そ 、屋 法 の こを 第 居 れい 十 住 ら

う 一 の 」
。 条 用 に

五

の 十 一
二 二 条
第 月 第
一 三 一
項 十 項
中 一 に

日 規「
百 ま 定
分 で す
の の る

第 ぞ 令 る く の
十 れ で も な 用
六 み 定 の つ に
条 な め に た 供
又 し る 限 時 す
は て 日 る の る
附 、 か 。 直 家
則 前 ら 以 前 屋
第 項 引 下 に の
十 の き こ お 敷

以 の に 改
下 六 供 め
こ 第 す 、
の 二 る 同
項 項 こ 項
に に と を
お 規 が 同
い 定 で 条
て す き 第
同 る な 三
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受
け
よ
う
と
す
る
旨

支 ３
払 附 附 百 得
を 則 則 分 特 割
受 第 第 の 別 を
け 十 五 五 徴 徴
る 三 条 を 収 収
べ 条 の 乗 義 し
き の 五 じ 務 な

２ 渡 の
対 信 第 第

前 価 用 三 三
項 等 取 十 十
の 」 引 九 九
特 に 等 条 条
別 改 に の の
徴 め 係 十 十

項 条 第 （
中 の 第 と 三 利

十 三 こ 十 子「
又 二 十 ろ 九 割
は の 九 に 条 の
上 二 条 よ の 市
場 第 の り 八 町
株 三 十 、 に

第
二

第 七 第 条
三 払 二
十 を 法 十 山
九 受 第 四 口
条 け 二 条 県
の る 十 第 税
八 個 三 一 賦

の
記
載
の
あ
る
第
二
十
五
条
第

年 二 中 て 者 け
の の 計 は れ「
翌 見 附 算 、 ば
年 出 則 し 租 な
の し 第 た 税 ら
四 中 十 金 特 な
月 七 額 別 い「
一 配 条 に 措 。
日 当 の 相 置
の 所 二 当 法
属 得 第 す 第
す 」 一 る 三

収 、 る 八 五
義 同 差 第 第
務 条 金 一 二
者 第 決 項 項

二 済 中 を（
次 項 に 削「
項 及 係 当 る
及 び る 該 。
び 第 差 選
次 三 益 択
条 項 に 口
に を 相 座

式 項 二 市 知 対
等 に 第 町 事 す
の 規 一 に は る
配 定 項 対 、 交
当 す 中 し 納 付
等 る 、 入 ）「
」 特 又 当 さ
を 定 は 該 れ

割 租 市 た「
、 引 税 町 利
上 債 特 に 子
場 の 別 係 割

を 人 条 項 課
次 で 第 第 徴
の 当 一 五 収
よ 該 項 号 条
う 特 第 中 例
に 定 十 の「
改 株 六 受 一
め 式 号 け 部
る 等 に る を
。 譲 規 者 次

渡 定 」 の
対 す を よ

四
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を

る を 項 株 十
年 」 式 七「
度 配 の 等 条
分 当 下 譲 の
の 所 に 渡 十
県 得 所 一「
民 等 、 得 の
税 」 附 割 四
に に 則 を 第
つ 改 第 還 三
い め 十 付 項

お 次 当 に
い の す 係
て よ る る

う 金 特「
特 に 額 定
別 改 」 口
徴 め 及 座
収 る び 内
義 。 保「
務 譲 管
者 渡 上

株 償 措 る 額
式 還 置 個 に
等 金 法 人 相
の に 」 の 当
配 係 を 県 す
当 る 民 る「
等 差 、 税 額
又 益 租 の に
は 金 税 額 施
償 額 特 に 行
還 別 按 令

価 る う「
等 特 受 に
の 定 け 改
支 株 る 正
払 式 個 す
を 等 人 る
受 譲 」 。
け 渡 に
る 対 改
べ 価 め
き 等 、

提
出
し
た
と
き
」
を
削
り
、

て 、 七 し に
当 同 条 な 規
該 条 の け 定
上 第 二 れ す
場 一 の ば る
株 項 二 な 場
式 中 第 ら 合
等 一 な に「
の 及 項 い は
配 び 」 。 、
当 次 を そ

」 の 場
と 対 株
い 価 式
う 又 等
。 は の
） 当 譲
は 該 渡
、 差 の
特 金 対
定 決 価
株 済 又

（
金 次 措 分 で
に 項 置 し 定
係 に 法 て め
る お 」 交 る
差 い に 付 率
益 て 改 す を
金 め る 乗「
額 償 、 も じ
」 還 の て「
に 金 の と 得
改 に 配 す た

日 同（
の 第 項
属 三 第
す 十 七
る 九 号
年 条 を
の の 次
一 十 の
月 八 よ
一 に う
日 お に

「
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、

等 項 加 の
に 」 え 都
係 及 る 度
る び 。 、
配 同「
当 お 項
所 い に
得 て 規
に 、 定
つ 当 す
き 該 る

式 に は
等 係 当
譲 る 該
渡 差 選
対 益 択
価 に 口
等 相 座
の 当 に
支 す お
払 る い
を 金 て

め 係 当 る 額
る る 等 。 の
。 差 」 五

益 と 分
金 い の
額 う 三
」 。 に
と ） 相
い 」 当
う の す
。 下 る

現 い 改
在 て め
に る「
お 特 。
い 定
て 株
県 式
内 等
に 譲
住 渡
所 対

同
条
第
一
項
」
を
「
利
子

こ 上 満
の 場 た
項 株 な
の 式 い
規 等 部
定 の 分
の 配 の
適 当 金
用 等 額
を の に

す 額 処
る 」 理
際 を さ
、 れ「
株 特 た
式 定 上
等 株 場
譲 式 株
渡 等 式
所 譲 等

） に 額
」 を「
を 又 、
加 は 施
え 同 行
、 法 令
同 第 で
条 四 定
第 十 め
二 一 る

を 価
有 等
す 」
る と
も い
の う

。
）
の
支

六
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律 一
第 項
二 各
十 号
五 」
号 を
） 「
第 同

公 式
社 等 附 附 附
債 則 則 則（

」 第 第 第（
以 に 十 十 十
下 、 七 七 七
こ 条 条 条「
の 特 の の の

２ 項 六
額 同 同 第 項
と 法 条 租 一 の
み 第 第 税 号 規
な 三 三 特 」 定
さ 十 項 別 に に
れ 七 及 措 改 よ
る 条 び 置 め り

所 三 し 当
得 附 項 、 所
割 則 中 県 得
の 第 民 に「
納 十 配 税 つ
税 七 当 」 き
義 条 所 に 前
務 の 得 、 項

当 株 所 め 所
該 式 得 る 得
特 等 」 と 及
定 の を こ び
上 配 ろ 配「
場 当 課 に 当
株 等 税 よ 所
式 配 り 得（

二 法
十 第
八 三
条 十
第 七
八 条
項 の
第 十
三 一
号 の
イ 二
に 第

項 定 二 二 二
に 管 の の 第
お 理 二 三 三
い 株 第 を 項
て 式 一 削 を

」 項 る 削「
特 」 中 。 り
定 を 、「
口 第 同「
座 特 三 条
内 定 十 第
公 管 七 四

金 の 第 法 、 同
額 十 四 第 同 条
は 第 項 三 条 第
、 三 並 十 第 五
前 項 び 七 二 項
項 及 に 条 項 の
に び 同 の を 規
規 第 法 十 次 定
定 四 第 第 の の
す 項 三 一 よ 適
る 並 十 項 う 用
一 び 七 に に を

者 二 」 の「
が の を 上 規
特 見 場 定「
定 出 配 株 の
株 し 当 式 適
式 中 所 等 用
等 得 」 を「
譲 株 等 を 受
渡 式 」 け「
所 等 に 特 よ
得 」 改 定 う
金 を め 上

等 以 当 計 に
の 下 所 算 つ
配 こ 得 し い
当 の 等 た て
等 項 」 金 は
の に に 額 、
支 お 改 第（
払 い め 以 二
を て 、 下 十
受 同 」 五「
け 特 条 に 条
る 定 第 、 第

掲 一
げ 項
る 各
取 号
引 」
の に
方 、
法 「
に 当
よ 該
り 特

社 理 条 項
債 株 の 中
」 式 十 「
と 等 の 株
い 」 二 式
う 」 第 等
。 に 一 」
） 、 項 を
が 」「 「
株 又 を 一
式 は 般

般 に 条 規 改 受
株 第 の 定 め け
式 三 十 す る な
等 十 四 る 。 い
に 七 の 一 も
係 条 三 般 の
る の 第 株 を
譲 十 一 式 除
渡 四 項 等 く
所 の 及 を 。
得 三 び 有 ）

と
額 る 場 す「
に 一 。 株 る
係 般 式 旨
る 株 等 の
所 式 」 記得 等 に 載を 」 改 の有 に め あす 改 、 るる め 第「
場 、 の

べ 上 二 一「
き 場 項 上 項
年 株 中 場 」
の 式 株 に「
翌 等 県 式 、
年 の 民 等 「
の 配 税 に 配
四 当 」 係 当
月 等 を る 所
一 」 配 得「
日 と 前 当 の

行 定
う 管
も 理
の 株
を 式
除 又
く は
。 特
以 定
下 保
こ 有

「
又 同 第 株
は 項 三 式
同 」 十 等
法 を 七 」
第 条 に「
三 、 の 改
十 同 十 め
七 項 一 、
条 」 の 同
の に 二 項
十 、 第 を

等 第 第 す を
に 一 二 る 除
係 項 項 県 外
る 及 の 民 し
収 び 規 税 て
入 第 定 の 算
金 二 に 所 定
額 項 よ 得 す
と に り 割 る
み 規 所 の も
な 定 得 納 の

二合 同 金 十に 条 額 五は 第 」 条、 一 を 第当 項 削 四該 中 り 項特 、「 に定 株 「
規株 式 第
定式 等 二
す等 に 十

の い 項 所 金
属 う の 得 額
す 。 規 の （
る ） 定 金 以
年 に の 額 下
度 係 う 」 」
分 る ち を を
の 配 、 「 「
県 当 租 上 利
民 所 税 場 子
税 得 特 株 所

の 株
項 式
に の
お 譲
い 渡
て （
同 金
じ 融
。 商
） 品
」 取

第 一 同「
二 が 項 条
項 株 」 第
第 式 に 三
七 」 、 項
号 を と「
に 特 す「
規 又 定 る
定 は 管 。
す 同 理
る 項 株

し す 税 税 と
て る 法 義 す
、 一 及 務 る
県 般 び 者 。
民 株 租 が 」
税 式 税 当 を
に 等 特 該 削
関 に 別 一 り
す 係 措 般 、
る る 置 株 「
規 譲 法 式 第

る譲 」 五
申渡 を 条
告所 第「
書得 一 一
を金 般 項
提額 株 」
出に 式 を
し係 等 「
たる に 同
場所 」 条
合得 に 第

に に 別 式 得
つ 係 措 等 の
い る 置 に 金
て 部 法 係 額
当 分 第 る 及
該 は 八 配 び
特 、 条 当 配
定 県 の 所 当
上 民 四 得 所
場 税 第 等 得
株 の 二 の の

を 引
法「

当 （
該 昭
特 和
定 二

七 管 十
理 三
株 年
式 法

公 に 式
社 規 （
債 定 」
」 す を
に る 「
、 特 特

定 定「
同 口 管
条 座 理
第 内 株

定 渡 第 等 四
を 所 二 に 項
適 得 章 つ 第
用 等 の き 一
す に 規 交 号
る 係 定 付 」
。 る の を を

収 適 受 「
入 用 け 第
金 上 る 三

にの 改 一
限金 め 項
り額 、 」
適に（ 「
用第 当 改
す二 該 め
る十 県 、
も五 民 同
の条 税 条

第 の 第 と

式 所 項 金 金
等 得 に 額 額
の 割 規 」 と
配 の 定 に し
当 納 す 、 て
等 税 る 施「
に 義 特 課 行
係 務 定 税 令
る 者 上 配 で
配 が 場 当 定
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の
二
第
一
項
後
段
」

３
附 額 と 金 二
則 」 前 額 項あ
第 と 条 と にる
十 読 第 み 規の
七 み 三 な 定は
条 替 項 し す「
の え の て る附

２
税 る じ う
特 同 租 た 。
別 法 税 損 ）
措 第 特 失 の
置 四 別 の 百
法 条 措 金 分
第 の 置 額 の

に 式 五 税 わ 譲
お 等 条 の ら 渡
い に 第 所 ず 所
て 係 六 得 、 得
準 る 項 割 他 等
用 譲 の の の を
す 渡 規 納 所 有

第 に に 等（
十 上 次 規 、
七 場 の 定 特
条 株 一 す 定
の 式 条 る 保
二 等 を 上 有
の に 加 場 株
二 係 え 株 式

に
、
「
配
当
所
得
」
を
「
配
当

二 る 規 、 上則
の も 定 県 場第
四 の は 民 株十
第 と 、 税 式七
一 す 第 に 等条
項 る 一 関 にの
中 。 項 す 係二

の る るの「
平 規 規 譲二
成 定 定 渡第
二 の を 所一
十 適 適 得

二 四 法 が 二
章 第 第 あ に
の 三 三 る 相
規 項 十 と 当
定 、 七 き す
の 第 条 は る
適 三 の 、 金
用 十 十 県 額
上 七 一 民 に
同 条 第 税 相
法 の 二 に 当
第 十 項 関 す

る 所 定 税 得 す
前 得 に 義 と る
条 等 よ 務 区 場
第 の り 者 分 合
三 金 同 が し に
項 額 条 特 、 は
第 」 第 定 前 、
一 と 五 株 年 当
号 い 項 式 中 該
の う の 等 の 上
規 。 規 譲 当 場
定 ） 定 渡 該 株

る る 式 又
当 譲 。 等 は
分 渡 の 特
の 所 譲 定
間 得 渡 口
、 等 を 座
県 に 」 内
民 係 に 公
税 る 、 社
の 県 債「
所 民 及 の
得 税 び 譲

所
得
等
」
に
改
め
、
同
条
第

項
二 用 用 等」
年 が す にと
度 あ る 係、
分 る 。 る「
」 場 収一
を 合 入般

に 金株「
平 つ 額式成 い と等二 て みに十 準 な

四 一 に す る
条 第 規 る 県
の 三 定 規 民
四 項 す 定 税
第 及 る の の
三 び 上 適 所
項 第 場 用 得
、 四 株 に 割
第 項 式 つ を
三 並 等 い 課
十 び を て す

に に の 所 上 式
よ 対 適 得 場 等
り し 用 金 株 に
読 、 を 額 式 係
み 上 受 に 等 る
替 場 け 係 に 譲
え 株 な る 係 渡
て 式 い 所 る 所
適 等 も 得 譲 得
用 に の を 渡 等
さ 係 を 有 所 に

割 の 前 渡
の 課 条 」
納 税 」 に
税 の を 、
義 特 「 「
務 例 、 当
者 ） 前 該
が 条 特
前 及 定
年 び 管
中 次 理

二
項
中
「
配
当
所
得
の
」
を

係九 用 さる年 す れ譲度 る る渡分 。 金所」 こ 額得に の は等、 場 、の 合 前「 金附 に 項
額則 お に
」第 い 規

七 に 有 は る
条 第 す 、 。
の 三 る 当 こ
十 十 県 該 の
一 七 民 損 場
第 条 税 失 合
三 の の の に
項 十 所 金 お
及 四 得 額 い
び の 割 は て
第 三 の 生 、

れ る 除 す 得 つ
る 課 く る 等 い
第 税 。 場 の て
二 譲 ） 合 金 は
十 渡 を に 額 、
六 所 除 は と 第
条 得 外 、 し 二
の 等 し 当 て 十
規 の て 該 施 五
定 金 算 特 行 条
の 額 定 定 令 第

に 条 株
租 」 式
税 に 又
特 改 は
別 め 特
措 、 定
置 同 保
法 条 有
第 を 株
三 附 式
十 則 の

「
計
算
し
た
」
に
改
め
、

と十 て 定
あ七 、 す
る条 同 る
のの 条 上
は二 第 場

第 三 株「
上一 項 式
場項 中 等
株後 に「
式段 附 係
等」 則 る

四 第 納 じ 上
項 一 税 な 場
並 項 義 か 株
び 及 務 つ 式
に び 者 た 等
第 第 が も に
三 二 当 の 係
十 項 該 と る
七 の 上 み 譲
条 規 場 な 渡
の 定 株 す 所

適 す 株 で 一（
用 上 る 式 定 項
が 場 も 等 め 及
あ 株 の 譲 る び
る 式 と 渡 と 第
場 等 す 所 こ 二
合 に る 得 ろ 項
に 係 。 金 に 並
は る 以 額 よ び
、 譲 下 に り に
そ 渡 こ 係 計 第

七 第 譲
条 十 渡
の 七 を
十 条 」
一 の を
第 二 「
一 の 法
項 三 附
に と 則
規 し 第
定 、 三「

以
下
」
を
削
り
、
同
条
第

にを 第 譲
係 十 渡「
る附 七 所
譲則 条 得
渡第 の 等
所十 二 に
得七 第 係
等条 一 る
のの 項 収

二 金 」 入

十 に 式 。 得
四 よ 等 等
の り に の
三 所 つ 金
第 得 き 額
一 税 交 の
項 法 付 計
及 及 を 算
び び 受 上
第 租 け 生

の 所 の る 算 二
適 得 項 所 し 十
用 等 に 得 た 七
後 の お の 金 条
の 金 い 金 額 の
金 額 て 額 規（
額 当 定（ 「 （
） 第 上 第 該 に
を 三 場 二 県 か
い 項 株 十 民 か

す 附 十
る 則 五
上 第 条
場 十 の
株 七 二
式 条 の
等 の 六
に 二 第
係 の 二
る 次 項

八
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４
「
計 前
算 項
し の
た 規
金 定
額 の

係 む 関 出 翌
る 。 さ 年す
譲 ） れ 度る
渡 に た 分事
所 限 も の項
得 り の 法に
等 、 及 第つ

３ 式 の 等 三「
等 適 」 附 第

県 」 用 を 則 三
民 に が 第 項「
税 改 あ 一 三 」
の め る 般 十 を
所 、 場 株 五 「
得 同 合 式 条 「

三 の 「 「
第 二 第 第 附
五 第 三 三 則
項 一 十 項 第
の 項 七 」 十
規 及 条 を 七
定 び の 条「
の 第 十 第 の

法 一 一 所 三
第 項 項 得 項
三 中 及 等 中
十 」 び 」 「
七 に 第 に 附
条 改 二 、 則
の め 項 第「
十 、 」 配 十

適（
附 用
則 が
第 あ
十 る
七 場
条 合
の に
三 お
第 け
三 る
項

の 附 び 四い
金 則 そ 十て
額 第 の 五記
を 十 時 条載
限 七 ま のが
度 条 で 二あ
と の に 第る
し 二 提 一と
て 第 出 項き
、 一 さ 又（
当 項 れ はこ
該 後 た 第

割 項 に 等 の 計
の を は に 三 算
納 同 、 係 第 し
税 条 そ る 六 た
義 第 の 譲 項 金
務 五 適 渡 」 額
者 項 用 所 に （
の と 後 得 改 附
特 し の 等 め 則
定 、 金 の 、 第
株 同 額 金 十「
式 条 。 額 金 七

適 二 二 五 三
用 項 の 項 第
が 」 二 」 一
あ に 第 に 項
る 、 九 、 中
場 項「 「 「
合 同 」 第 特
に 条 に 三 定
は 第 改 十 株
、 一 め 七 式
そ 項 、 条 （
の 」 同 の

三 同 に 当 七
の 条 、 所 条
二 第 得 の「
第 五 配 」 二
十 項 当 を 第
項 中 所 一「
」 得 配 項「
に 第 の 当 後
改 三 」 所 段
め 十 を 得 」
る 七 等 を「
。 条 計 」附

の 則
規 第
定 十
の 七
適 条用 のが 二あ のる 二場 の合

れ
上 段 法 三ら
場 の 第 項の
株 規 四 の申
式 定 十 規告
等 に 五 定書
に か 条 にに係 か の よそる わ 三 るの譲 ら 第 申記渡 ず 一 告載所 、 項 書

に 第 以 及 額 条
係 二 下 び の（
る 項 こ 附 」 三
譲 の の 則 の 第
渡 次 項 第 下 五
損 に に 十 に 項
失 次 お 七 」「
の の い 条 第 に
金 二 て の 三 改
額 項 同 二 項 め
は を じ の 又 、

以
適 を 項 十 下
用 を 三 こ「
後 附 同 の のの 則 条 二 項金 第 第 第 」額 十 七 七 の。 七 項 項 下」 条 と 」 にと の し を 「、 二 、 及「
附 第 同 第

「
の 算 に 附
十 し 改 則
二 た め 第
の 」 、 十
二 に 同 七
第 改 条 条
十 め 第 の
一 、 四 二
項 項 の「

以 中 二（
同 下 第規に 定は の、 適そ 用の に適

つ用
い後
ての
は金
、額

が得 当 のな （
等 該 確 そいの 納 定 のこ金 税 申 提と額 義 告 出にの 務 書 期つ計 者 を 限い算 の 含 後て上 附 む に

や控 則 。 お
む除 第 ） い

、 加 。 二 は 同
当 え ） 第 」 項
該 る を 一 を を
特 。 限 項 加 同
定 度 に え 条
株 と 規 、 第
式 し 定 六「
に て す 株 項
係 、 る 式 と
る 当 上 等 し
譲 該 場 に 、

び則 一 条 三 第第 項 第 十 三十 中 四 七 項七 項 条「 」条 計 中 の をの 算 十「 、二 し か 三
の た ら の 「

第二 金 第 二
三第 額 三 第
項一 項 十

「
法 」 附 一
第 を 則 項
三 削 第 後
十 り 十 段
七 、 七 」
条 条 に「
の 附 の 、
十 則 二 「
三 第 第 株
の 十 一 式
二 七 項 等

同と
条し
第、
一」
項と
中す

る 「
計。
算
し
た

をす 十 に て
得る 七 当 県
な。 条 該 民
いの 特 税
理二 定 の
由の 株 納
が二 式 税
あ第 に 通
る一 係 知
と項 る 書
市に 譲 が

渡 一 株 係 同
損 般 式 る 条
失 株 等 譲 第
の 式 に 渡 三
金 等 係 所 項
額 に る 得 中
の 係 譲 等 「
生 る 渡 の 附
じ 譲 所 金 則
た 渡 得 額 第
年 所 等 を 三

（
」項 」 ま 項
の」 と で 」
下に あ 」 に
に、 る を 、

の 「「 「 「
及、 は 及 第
びび 三「 「
第計 計 第 十
五算 算 二 七
項し し 項 条
」た た 並 の

第 条 か に
七 の ら 係
項 二 第 る
」 第 三 譲
を 一 項 渡

項 ま 所「
第 中 で 得
三 」 」 等
十 を を 」
七 を「 「
条 附 附

金
額
（
」
と
あ

九 る
の
は
、

町規 渡 送
長定 損 達
がす 失 さ
認る の れ
め上 金 る
る場 額 時
と株 の ま
き式 控 で
を等 除 に

に 含 に 提

の 得 の 限 十
末 等 金 度 五
日 の 額 と 条
の 金 し の（
属 額 第 て 三
す 及 三 、 第
る び 項 当 四
年 上 の 該 項
度 場 規 株 」
の 株 定 式 を

を金 金 び 十
加額 額 に 二
え附 の（ （
、附 附 則 二
同則 則 第 第
条第 第 十 十
第十 十 七 一
五七 七 条 項
項条 条 の 」

の の 二 を 中

「
の 則 則 上
十 第 第 場
二 十 十 株
の 七 七 式
二 条 条 等
第 の の に
九 二 二 係
項 の の る

二 二 譲（
同 第 第 渡
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式
等
に
係
る
譲
渡
所

る う 則 第 二
譲 。 十 十 附第
渡 ） 七 五 則十
所 又 条 年 第七
得 は の 山 三条
等 改 二 口 項の
の 正 第 県 中二
金 後 一 条第 「

５ ４（
山 の い

山 口 個 附 て
口 県 人 則 適
県 税 の 第 用
税 賦 県 一 す
賦 課 民 項 る
課 徴 税 第 。
徴 収 に 三

３ ２ （
六 県 三

改 年 第 民 条
正 度 一 税 第 の
後 以 条 に 二 十
の 後 の 関 条 八
条 の 規 す の（
例 年 定 る 前 改
附 度 に 経 号 正

１ （
二 一 施

こ 行
第 第 の 期 附
二 一 条 日
条 条 例 ） 則
中 中 は
第 附 、
二 則 平

得
等
の
金
額
」
と
」
を
加
え
る

額 の 項 例 公一
」 条 又 第 布項
と 例 は 三 のに
い 附 附 十 日規う 則 則 一 前定。 第 第 号 」す） 十 十 ） とる」 七 七 第 」一と 条 条 二 の般、 の の 条 下株二 二 の に「

式当 の の 規

収 条 つ 号
条 例 い に
例 の て 掲
の 一 適 げ
一 部 用 る
部 を し 規
を 改 、 定
改 正 平 に
正 す 成 よ
す る 二 る
る 条 十 改
条 例 八 正

則 分 よ 過 に 規
第 の る 措 掲 定
十 個 改 置 げ
七 人 正 ） る 平
条 の 後 改 成
の 県 の 正 二
五 民 山 規 十
第 税 口 定 八
二 に 県 を 年
項 つ 税 除 一
の い 賦 く 月
規 て 課 。 一

十 第 成
四 五 二
条 条 十
第 の 六
一 四 年
項 第 一
、 一 月
第 項 一
三 、 日
十 第 か
九 五 ら
条 条 施

。
「

等該 二 二 定 、
に株 第 第 に 「
係式 一 一 よ 附
る等 項 項 る 則
譲に に 」 改 第
渡係 規 と 正 十
所る 定 、 後 七
得譲 す の 条「
等渡 る 同 山 の
の所 上 項 口 二

得 場 に 県 第金

例 の 年 後
一 度 の（

平 部 分 山
成 改 ま 口
二 正 で 県
十 ） の 税
年 個 賦
山 人 課
口 の 徴
県 県 収
条 民 条

定 適 徴 ） 日
は 用 収 及
、 し 条 び
県 、 例 附
民 平 則（
税 成 以 第
の 二 下 四
納 十 項「
税 五 改 か
義 年 正 ら
務 度 後 第

の の 行
八 四 す
及 の る
び 二 。
第 及 た
三 び だ
十 第 し
九 十 、
条 七 次
の 条 の
十 の 各

等 株 規 税 一額
の 式 定 賦 項（
金 等 す 課 」以
額 に る 徴 と下
」 係 株 収 あこ
と る 式 条 るの
あ 譲 等 例 の項
る 渡 に はに （
の 所 係 以お 「
は 得 る 下 山い

等 譲 こ 口

例 税 例
第 に の
二 つ 規
十 い 定
九 て 中
号 は 個
） 、 人
の な の
一 お 県
部 従 民
を 前 税

者 分 の 六
が ま 条 項
平 で 例 ま
成 の 」 で
二 個 と の
十 人 い 規
五 の う 定
年 県 。
一 民 ） 平
月 税 附 成
一 に 則 二

二 七 号
の の に
改 改 掲
正 正 げ
規 規 る
定 定 規
、 定
第 平 は
三 成 、
十 二 当
九 十 該て「

一 の 渡 の 県「般 金 所 項 税一株 額 得 に 賦般式 等 お 課株（
等 以 の い 徴式に 下 金 て 収等係 こ 額 条「にる の 」 改 例係譲 項 と 正 の

る渡 に あ 後 一
譲所 お る の 部

次 の に
の 例 関
よ に す
う よ る
に る 部
改 。 分
正 は
す 、
る 平
。 成

二

日 つ 第 十
以 い 五 九
後 て 条 年
に は の 一
行 、 六 月
う な 及 一
同 お び 日
項 従 第
に 前 五
規 の 条
定 例 の

条 七 各
の 年 号
十 一 に
五 月 定
第 一 め
二 日 る
項 日
を か
削 ら
る 施
改 行

渡得 い の 条 を
所等 て は 例 改
得の 」 正「 「
等金 上 改 と す
の額 場 正 い る
金又 株 後 う 条
額は 式 の 。 例
」上 等 条 ） （
と場 に 例 附 平

株 係 い 附 則 成

十
九
年
度
以
後
の
年
度
分

す に 七
る よ の
土 る 規
地 。 定
等 は
の 、
譲 平
渡 成
に 二
つ 十

正 す
規 る
定 。
並
び
に
第
三
十
九

一
〇
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１ （
施

こ 行
の 期
条 日
例 等
は ）
、
公

該「 「
平 第 特 「
成 別 対五

附 二 償 象条
十 却 設第

則 三 設 備二
年 備 」号
三 」 を中
月 に 「「

ウ 関 合
ェ 第 す 等 第 過

る を 一 疎三ア
情 定 条 地条業
報 め 中 域第の
の る 等二用 「
提 省 ソ に項に
供 令 フ お中供
に ト けす （「

山
口 過
県 平 疎

過 条 成 地
疎 例 二 域
地 第 十 等
域 三 五 に
等 十 年 お
に 二 七 け

６ （
て 用 山
適 さ 前 口
用 れ 項 県
し る の 税
、 同 規 賦
平 条 定 課
成 例 に 徴
二 に よ 収

布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後

三 、、 「
十 特設 「
一 第 別備
日 二 償」
」 条 却を
を 」 設「

を 備、「
平 」特 「
成 第 に別
二 三 改償
十 条 め却
六 」 、

関 平 ウ るる （
す 成 ェ 県平設
る 五 ア 税成備
事 年 業 の五を 業 自 」 特年構 そ 治 を 例自成 の 省 に治 「す 他 令 情 関省る の 第 報 す令減 」 一 サ る第価 を 号 ー 条一償 削 ） ビ 例

お 号 月 る
け 二 県
る 日 税
県 の
税 特
の 例
特 に
例 関
に す
関 る
す 条
る 例

十 よ る 条
八 る 改 例
年 改 正 の
度 正 後 一
分 前 の 部
ま の 山 を
で 山 口 改
の 口 県 正
個 県 税 す
人 税 賦 る
の 賦 課 条
県 課 徴 例

の
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
県

設
年 に備 「
三 改 を」
月 め 含に
三 る む、
十 。 も「
一 の当
日 該 （
」 以新に 下設改 こ又め の

号却 り 第 ス） （
資 、 一 業 昭第産 条 若 和一 「
の 第 各 し 三条う 十 号 く 十第ち 条 に は 九一に で 掲 離 年項同 定 げ 島 山第条 め る 振 口一 る 事 興 県第 号 」 業 法 条二

条 の
例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を

民 徴 収 の
税 収 条 一
に 条 例 部
つ 例 の 改
い 附 一 正
て 則 部 に
は 第 を 伴
、 十 改 う
な 七 正 経
お 条 す 過
従 の る 措

税
の
特
例
に
関
す
る
条
例

はる 項増。 及設 びに 同係 号る に対 お象 い
設 て
備 「
」 設

イ を 」 第 例項 」 に 二 第に 「を 第 改 十 五規
十 め 条 十「

定 第 条 、 の 九す 二 各 地 号る 「条 号 情 方 ）対 第 に 報 税 の象 一 掲 通 の 一設 項 げ 信 課 部備 第 る の 税 を

例 こ
こ
に
公
布
す
る
。

前 三 条 置
の 第 例 ）
例 六 附
に 項 則
よ の 第
る 規 三
。 定 項

は の
、 規
平 定
成 に（

以
下
「
改
正
後
の
条
例
」
と

を 備
」「

当 と
該 い
特 う
別 。
償 ）
却 」
設 を
備 削
」 り

一（ 業 技 免 次」 号 務 術 除 のを イ に を 又 よ
」 係 利 は う「

特 に る 用 不 に別 、 」 す 均 改償 に る 一 正「
却 製 改 方 課 す
設 造 め 法 税 る
備 の る に に 。

事 。 よ 伴（

山
口
県
知
事

山

二 よ
十 り
九 な
年 お
度 効
以 力
後 を
の 有
年 す
度 る
分 も

い
う
。
）
第

一 三
一 条

第
二
項

に 、
改 「
め 当
、 該
同 設
条 備
第 」
三 を
号 「
中 当

以 業 り う
下 、 措行
こ 旅 う 置
の 館 商 が
項 業 品 適

又及 又 用
はび は さ
ソ」 役 れ
フに 務 る

、 ト に 場

本

繁
太
郎

の の
個 と
人 し
の て
県 読
民 み
税 替
に え
つ て
い 適
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第
二
条

山
口
県
の
事

第（ （
山 登 一 山「
口 犬 別 条 口録
県 ね 表 県申
の こ 第 山 使請
事 引 一 口 用等
務 取 の 県 料手
処 り ４ 使 手数
理 手 の 用 数料

山
口 山
県 平 口

山 条 成 県
口 例 二 使
県 第 十 用
使 三 五 料
用 十 年 手
料 三 七 数

３
口 該 の は
県 設 日 平 、
条 備 か 成 な
例 又 ら 二 お
第 は 一 十 従
三 施 月 五 前
十 設 を 年 の
二 の 経 四 例

２ （
び ソ 経 並

フ 平 過 びに
ト 成 措 にソ
ウ 二 置 第フ
ェ 十 ） 五ト
ア 五 条ウ
業 年 第ェ
の 三 二ア

務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

の 数 表 料 料」
特 料 十 手 条に
例 」 五 数 例、
に を の 料 の「
関 二 条 一動「
す 犬 の 例 部物
る 猫 項 改取 （
条 引 中 昭 正扱
例 取 和 ）業 「
の り 動 三登
一 手 物 十録
部 数 取 一

手 号 月 料
数 二 条
料 日 例
条 及
例 び
及 山
び 口
山 県
口 の
県 事
の 務
事 処

号 建 過 月 に
） 設 す 一 よ
の に る 日 る
施 着 日 以 。
行 手 以 後
の す 前 に
日 る に 改
か 前 当 正
ら に 該 後
一 」 設 の
月 と 備 条
以 あ 又 例

用 月 号業
に 三 及の
供 十 び用
す 一 第に
る 日 三供
改 以 号す
正 前 のる
前 に 規同
の 離 定条
過 島 は例
疎 振 、第
地 興 平

（
平
成
十
二
年
山
口
県
条
例

証
改 料 扱 年」
正 」 業 山を
） に の 口「

改 」 県第
め を 条一る 例種 「
。 第 第動 一 一物 種 号取 動 ）扱 物 の

務 理
処 の
理 特
の 例
特 に
例 関
に す
関 る
す 条
る 例
条 の

内 る は 第
に の 施 三
」 は 設 条
と 、 の 第
す 建 二「
る 過 設 項
。 疎 に 又

地 着 は
域 手 第
等 し 五
に た 条

五
域 法 成条
等 二第 （
に 昭 十二
お 和 五号
け 二 年に る 十 四規 県 八 月定 税 年 一す の 法 日る 特 律 か家 例 第 ら

第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

業 取 一登 扱 部録 業 を証 の 次」 」 のに に よ改 、 う
め に「
、 動 改
同 物 正
表 取 す

例 一
の 部
一 を
部 改
を 正
改 す
正 る
す 条
る 例
条 を
例 こ

お も 第
け の 二
る に 号
県 対 若
税 す し
の る く
特 改 は
例 正 第
に 後 三
関 の 号
す 条 の

屋 に 七 適及 関 十 用び す 二 すそ る 号 るの 条 ） 。敷 例 第地 第 二で 三 条あ 条 第
る 第 一
土 二 項

う
に
改
正
す
る
。

十 扱 る
五 業 。
の 登
五 録
の 申
項 請
中 等

手「
又 数
は 料
ね 」

山 こ
に口 公

県 布
す知 る

事 。

山

る 例 規
条 第 定
例 七 に
の 条 該
一 の 当
部 規 す
を 定 る
改 の 行
正 適 為
す 用 を
る に し

地 項 に
を に 規
取 規 定
得 定 す
し す る
た る 離
者 設 島
に 備 振
係 を 興
る 新 対
県 設 策

こ を
」 「
を 第

一「
又 種
は 動
猫 物
」 取
に 扱
、 業
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条 つ た
例 い 者

て で（
平 は こ
成 、 の
二 同 条
十 条 例
五 中 の
年 施「
山 当 行

税 し 実
の 、 施
課 又 地
税 は 域
免 増 内
除 設 に
に し お
つ た い
い 者 て
て 並 、
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山
口
県
条
例
第
三
十
四

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
二 資 例
十 金 は 則
五 積 、
年 立 平
七 基 成

を に
含 別 加

リ む 表 タ ヨ え
。 第 る

法 ） 七 法 法 。
第 」 号 第 第
十 を の 二 二
四 加 二 十 十

号 同
カ 号 別
中 タ 表 ム ラ

中 第「
第 七 法 法「
二 第 号 第 第
十 二 の 二 二
三 十 二 十 十

し
別 、 別

ナ 表 ノ ネ 表
第 か 第

法 七 法 ら 七
第 号 第 ノ 号
二 の 二 ま の
十 二 十 で 二

号 月 金 二
二 条 十
日 例 五

の 年
一 九
部 月
を 一
改 日
正 か
す ら
る 施
条 行

条 え 中 二 二
第 、 ワ 条 条
三 同 を の の
項 号 カ 六 六
の 中 と 第 第
規 ヌ し 三 二
定 を 、 項 項
に ル ヲ の の
よ と を 規 規
る し ワ 定 定
届 、 と に に
出 リ し よ よ

条 三 レ 四 四
第 条 中 条 条
一 第 の の「
項 三 第 三 三
」 項 二 第 第
の 」 十 二 一
下 の 四 項 項
に 下 条 の の

に 第 規 規「
一 定 定（ 「

法 項 に に（
第 法 」 よ よ

四 中 五 を ロ
条 ツ 条 オ か
の を 第 か ら
二 ヰ 三 ら ホ
の と 項 コ ま
規 し の ま で
定 、 規 で の
に ソ 定 と 規
よ を に し 定
る ウ よ 、 中
届 と る オ 「
出 し 命 の 第

例 す
を る
こ 。
こ
に
公
布
す
る
。

を を 、 る る
受 ヌ ル 命 届
理 と を 令 出
す し ヲ を を
る 、 と す 受
こ チ し る 理
と の 、 こ す
。 次 同 と る

に 号 。 こ
次 ヌ と
の 中 。

二 第 の る る
十 二 下 届 届
四 十 に 出 出
条 四 を を「
の 条 受 受（
四 の 法 理 理
に 四 第 す す
お に 二 る る
い お 十 こ こ
て い 四 と と
準 て 条 。 。

を 、 令 前 十
受 ウ 又 に 四
理 の は 次 条
す 前 勧 の 第
る に 告 よ 三
こ 次 を う 項
と の す に 」
。 よ る 加 を

う こ え 「
に と る 第
加 。 。 十

よ 「
う 第
に 十
加 六
え 条
る 第
。 一

項
」
の
下

用 準 の
す 用 四
る す に
場 る お
合 場 い
を 合 て
含 を 準
む 含 用
。 む す
） 。 る
」 ） 場

え 四
る 条
。 第

四
項
」
に
改
め
、
同

山
口
県
知
事

山

に
「
（
法
第
二
十
四
条
の
四

を 」 合
加 を を
え 加 含
、 え む
同 、 。
号 同 ）
中 号 」
カ 中 を
を タ 加
レ を え
と ツ 、

号
オ
中
「
ノ
」
を
「
コ
」
に
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に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

し と 同
、 し 号
レ 、 レ
の ヨ を
前 を 同
に ソ 号
次 と ネ
の し と
よ 、 し
う 同 、

改
め
、
同
号
中
オ
を
エ
と
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加
え
る
。

別 八 七 六 別 第
表 表 二
漁 港 港 港 商 条
港 湾 湾 湾 港 中
区 関 関 関 区 「
の 係 係 係 の 保
項 者 者 者 項 安
第 の の の 第 港

山
山 口
口 県 平
県 山 条 成
臨 口 例 二
港 県 第 十
地 臨 三 五
区 港 十 年
分 地 五 七

山 こ
口 の 別
県 条 附 基
臨 例 金
港 は 則
地 、
区 公
分 布

別 山
活 や 表 口
性 ま 山 県 山
化 ぐ 口 資 口
促 ち 県 金 県
進 地 地 積 資
特 域 域 立 金

経 基 積
九 利 利 利 三 区
号 便 便 便 号 」
中 の の の 中 」

用 用 用 の「 「
物 に に に 銀 下
品 供 供 供 行 に
販 す す す 」 「
売 る る る を 、
業 た た た 「 「
」 め め め 港 マ
を の の の 湾 リ

給 物 ホ 関 ー

区 区 号 月
内 分 二
構 区 日
築 内
物 構
規 築
制 物
条 規
例 制

条（
昭 例
和 の

区 の
内 日 と
構 か 。
築 ら
物 施
規 行
制 す
条 る
例 。
の
一
部

済 金 立
る 中 活 条 基

山 性 例 金た
間 化 条め （
地 ・ 昭 例の
域 雇 和 の施
等 用 六 一策 の 創 十 部の 活 出 年 を推 性 臨 山 改

進 化 時 口 正
を を 特 県 す「

漁 油 品 テ 係 ナ
業 所 販 ル 者 港
関 売 及 の 区
係 業 び 利 」
者 を 旅 便 」
の 営 館 の を
利 む 用 、
便 店 に 「
の 舗 供 、
用 及 す 保
に び る 安

四 一
十 部
八 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
五

を
改
正
す
る
条 る
例 と
を 認
こ め
こ る
に 経

図 促 例 条 る
る 進 基 例 条
こ す 金 第 例

の 三
項 号

中 の ）
欄 次 の
に に 一
掲 次 部
げ の を
る よ 次

供 飲 た 港
す 食 め 区
る 店 の 」
た 銀 の
め 行 下
の 」 に
物 に 「
品 改 、
販 め マ
売 、 リ
業 同 ー

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

公 費
布 の
す 財
る 源
。 に

充
て
る
と
き
。

設 う の
置 に よ
の 加 う
目 え に
的 る 改
を 。 正
達 す
成 る
す 。
る
た

」 項 ナ
に 第 港
改 六 区
め 号 」
、 か を
同 ら 加
表 第 え
保 八 る
安 号 。
港 ま
区 で

改 山
正 口す
る 県
。 知

事

山

め
知
事
が
必
要
が
あ

の を
項 次
の の
次 よ
に う
次 に
の 改
よ め
う る
に 。
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附

則

山
第 山 口

相 二 口 県
条 県 山 条
第 公 口 例原
二 営 県 第
項 企 公 三発 第 業 営 十
一 の 企 六

電

山 こ
平 口 の
成 県 条 附
二 公 例
十 営 は 則
五 企 、
年 業 公
七 の 布

別
表 区 港 ナ
修
景
厚 五 四
生 舗 の
港 、 レ 海 他
区 飲 上 知ク

ー

リ マ

三 二 一
「

レ レ ス 法
ク ク 第ポ

号 設 業 号
の 置 の

所 表 等 設
に に 置
次 関 等

萩 の す に
市 よ る 関

う 条 す
に 例 る
加 条（
え 昭 例
る 和 の

月 設 の
二 置 日
日 等 か

に ら
関 施
す 行
る す
条 る
例 。
の
一
部

の 食 保 事リ
項 店 安 がエ
第 そ 部 指ー
五 の 、 定シ
号 他 警 すョ
中 知 察 るン

事 署 福用「
物 が 、 利船
品 指 消 厚舶
販 定 防 生の
売 す 署 施利
業 る そ 設

リ リ 二ー
エ エ 条ツ
ー ー 第又
シ シ 五は
ョ ョ 項レ
ン ン 第ク
用 用 二リ
船 船 号エ
舶 舶 かー
の 」 らシ
利 と 第ョ
用 い 五

。 四 一
十 部
一 を
年 改
山 正
口 す
県 る
条 条
例 例
第
四

を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

用
」 便 の者
を 益 他の

施 知利「
港 設 事便湾 がの関 指用係 定に者 す供の るす利 官る便 公

ン
者 う 号の
の 。 ま用た ） でにめ の 及供の た びす集 め 第る会 の 七ヨ所 用 号ッ、 具 かト事 倉 ら、務 庫 第

十
六
号

八 ）
二 の

一
部
を
次
の
よ

公
布
す
る
。

たの 署め用 の
のに 事
ホ供 務
テす 所
ルる
、た
旅め
館の
、物
物品

モ所 及 十ー、 び 号
タス 船 の
ーポ 舶 二
ボー 上 ま
ーツ 下 で
ト又 架 に
、は 施 掲
釣レ 設 げ
りク る
船リ 港

う
に
改
正
す
る
。

山
口
県
知
事

山

品販
販売
売業
業」
をに
営改
むめ
店る

。

、エ 湾
遊ー 施
覧シ 設
船ョ
等ン

施 （
以設

そ 下
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二二
十十
五五
年年
七七
月月
二二
日日
発印
行刷

こ
の
条
例
は
、
公
布

町 山
四 第 警 口
丁 二 察 県

附 目 条 署 警 条
、 の の 察 例

則 小 表 名 署 第
郡 山 称 の 三
新 口 、 名 十
町 県 位 称 七

警 こ
平 察 の
成 署 条
二 の 例
十 名 は
五 称 、
年 、 公
七 位 布

発発
行行
人所

山山
口口
県
県知

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

五 山 置 、 号
丁 口 及 位
目 南 び 置
、 警 管 及
小 察 轄 び
郡 署 区 管
新 の 域 轄
町 項 に 区
六 管 関 域
丁 轄 す に
目 区 る 関
、 域 条 す

月 置 の
二 及 日
日 び か

管 ら
轄 施
区 行
域 す
に る
関 。
す
る
条

事庁 小 の 例 る
郡 欄 条（
新 中 昭 例
町 和 の「
七 小 二 一
丁 郡 十 部
目 山 九 を
、 手 年 改
小 上 山 正
郡 町 口 す
み 」 県 る

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ら の 条 条
い 下 例 例
町 に 第
一 二「
丁 、 十
目 小 七
、 郡 号
小 新 ）
郡 町 の
み 一 一
ら 丁 部

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

い 目 を
町 、 次
二 小 の
丁 郡 よ
目 新 う
、 町 に
小 二 改
郡 丁 正
光 目 す
が 、 る
丘 小 。

山
口
県
知
事

山

」 郡
を 新
加 町
え 三
る 丁
。 目

、
小
郡
新
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